
定時株主総会
招 集 ご 通 知第80期

証券コード：7505

▋開催日時

▋開催場所

2025年12月18日(木曜日)午前10時
受付開始：午前９時

東京都中央区日本橋茅場町三丁目２番10号

鉄鋼会館 ８階会議室
ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。
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株主総会資料の電子提供制度が導入されており
ますが、本株主総会におきましては、書面交付請求
の有無に関わらず、一律に本制度導入前と同様の
書面をお送りしております。

決議事項
第１号議案 取締役（監査等委員

である取締役を除く。）
４名選任の件

第２号議案 監査等委員である取締役
１名選任の件
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株 主 各 位 証券コード 7505
2025年12月２日

（電子提供措置の開始日 2025年11月25日）

東京都中央区築地五丁目４番18号

代表取締役社長 有 冨 英 治

第80期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第80期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供

措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第80期定時株主総会招集ご通知」として掲載して
おりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】 https://www.fusodentsu.co.jp/ir/stock/meeting/

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載して
おりますので、以下よりご確認ください。

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「扶桑電通」または「コード」に当社
証券コード「7505」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある
「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日のご出席に代えて、書面（郵送）またはインターネットにより議決権を行使することができますの
で、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、３頁から４頁に記載の「議決権行使についてのご案内」を
ご確認いただき、2025年12月17日（水曜日）午後５時40分までに議決権をご行使くださいますようお願い申
し上げます。

敬 具
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記

１ 日 時 2025年12月18日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時）

２ 場 所 東京都中央区日本橋茅場町三丁目２番10号
鉄鋼会館 ８階会議室
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３ 目 的 事 項 報告事項 第80期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）
事業報告および計算書類報告の件

決議事項 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

以 上

1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
2. 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様１名を代理人として株主総会にご出席いただくことが

可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
3. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
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次のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

・�書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があった
ものとしてお取り扱いいたします。
・�書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使とし
てお取り扱いいたします。
・インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

議 決 権 行 使 書 株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

御中

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

）
線
取
切
（

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

こちらに議案に対する賛否をご記入ください。
議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

※議決権行使書はイメージです。

▶ 全員賛成の場合：「賛」の欄に○印
▶ 全員反対する場合：「否」の欄に○印
▶ 一部の候補者を

反対する場合 ：「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第１号議案

▶ 賛 成 の 場 合：「賛」の欄に○印
▶ 反対する場合：「否」の欄に○印

第２号議案

議決権行使についてのご案内

同封の議決権行使書用紙を会場
受付にご提出ください。

2025年12月18日（木曜日）
午前10時

日　　時

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案
に対する賛否をご表示のうえ、
ご返送ください。

2025年12月17日（水曜日）
午後５時40分到着分まで

行使期限

インターネットで議決権を
行使される場合

次頁の案内に従って、議案に対
する賛否をご入力ください。

2025年12月17日（水曜日）
午後５時40分入力完了分まで

行使期限

3
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インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「パスワード」を入力

実際にご使用になる�
新しい パスワードを�
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

3 議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

「次へすすむ」
をクリック

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）
（受付時間 午前９時～午後９時）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

「スマート行使」による議決権行使は１回に限り 
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが�
パソコン向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の�
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、�
再度議決権行使をお願いいたします。
※�QRコードを再度読み取っていただくと、パソコン向け�
サイトへ遷移できます。

2 以降は画面の案内
に 従 っ て 賛 否 を 
ご入力ください。

1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを 
読み取ってください。

※�「QRコード」は株式会社デンソー
ウェーブの登録商標です。

議 決 権 行 使 書 株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

御中

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

）
線
取
切
（

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

見本

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権
行使ウェブサイトにログインすることができます。

4
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株主総会参考書類
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議案および参考事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じです。）３名全員は、本総会終結の時
をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化・充実を図るため１名増員し、取締役
４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会から特段指摘すべき事項はない旨の意見を受けております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 当社における地位および担当 取締役会出席状況

1 あり とみ えい じ

有 冨 英 治 再任 男性 代表取締役社長社長執行役員 13回／13回
（100％）

２ おく だ ひろ ひさ

奥 田 洋 久 新任 男性 専務執行役員ビジネス統轄本部長 ―回／―回
（―％）

３ なか で よし ひろ

中 出 芳 裕 新任 男性 常務執行役員コーポレート統轄本部長 ―回／―回
（―％）

４ やま だ ひとし

山 田 均 再任 男性 取締役常務執行役員
ビジネス統轄本部長代理兼関西支店長

13回／13回
（100％）
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候補者
番 号

氏 名
生年月日 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式数

1
あり とみ えい じ

有 冨 英 治
1958年 10月 30日生

再任

1982年４月 当社入社
2005年10月 当社ソリューション営業本部第一販売統括部第二販

売部長
2007年10月 当社北海道支店長代理
2008年12月 当社北海道支店長
2010年12月 当社執行役員ソリューション営業本部長
2012年12月 当社取締役執行役員ネットワーク営業本部長就任
2014年12月 当社取締役執行役員東京営業本部長就任
2015年12月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長

兼情報システム部長就任
2017年10月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長

就任
2017年12月 当社取締役専務執行役員管理本部長兼経営企画室長

就任
2018年10月 当社取締役専務執行役員管理本部長就任
2018年12月 当社代表取締役社長社長執行役員管理本部長就任
2019年12月 当社代表取締役社長社長執行役員就任
2022年12月 当社代表取締役社長社長執行役員ビジネス統轄本部

長就任
2025年10月 当社代表取締役社長社長執行役員就任（現任）

105,600株

■取締役候補者とした理由
有冨英治氏は、当社の取締役ネットワーク営業本部長・東京営業本部長・管理
本部長、代表取締役社長を歴任し、当社を取り巻く事業環境の変化に応じた経
営責任者としての豊富な経験と実績を有しております。また経営基盤の強化お
よび経営の適正化に取り組み、中期経営計画においても目標達成に向け着実に
実行し、企業価値向上に貢献しております。当社は、同氏が経営全般における
実績と高度な知見を活かすことにより、当社のさらなる発展を推進していくこ
とができることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであ
ります。

2025年11月17日 17時06分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



7

候補者
番 号

氏 名
生年月日 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式数

2
おく だ ひろ ひさ

奥 田 洋 久
1961年 10月 23日生

新任

1984年４月 当社入社
2009年10月 当社ソリューション営業本部第一ソリューション統

括部第三販売部長
2011年10月 当社中部支店長代理
2014年12月 当社東京営業本部ソリューション販売統括部長代理
2015年12月 当社東京営業本部ソリューション販売統括部長兼第

三販売部長兼第四販売部長
2018年12月 当社執行役員中部支店長
2022年10月 当社常務執行役員東北支店長兼ネットワーク販売部

長
2025年10月 当社専務執行役員ビジネス統轄本部長（現任）

15,720株

■取締役候補者とした理由
奥田洋久氏は、営業部門等の多岐にわたる業務に携わり、当社のソリューショ
ン営業本部第一ソリューション統括部第三販売部長、中部支店長代理、東京営
業本部ソリューション販売統括部長等で培った豊富な経験・実績により執行役
員中部支店長、常務執行役員東北支店長兼ネットワーク販売部長、専務執行役
員ビジネス統轄本部長として当社の業務執行にあたり、その職責を果たしてお
ります。当社は、同氏が豊富な業務経験と当社の事業に関する幅広い知見を有
していることから、取締役候補者として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
生年月日 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式数

３
なか で よし ひろ

中 出 芳 裕
1962年 10月 22日生

新任

1985年４月 当社入社
2014年10月 当社北海道支店ソリューション販売部長
2018年10月 当社北海道支店長代理兼ソリューション販売部長
2019年10月 当社四国支店長代理
2019年12月 当社執行役員四国支店長
2022年10月 当社執行役員ソリューションビジネス本部長兼第二

販売部長兼第四販売部長
2024年10月 当社常務執行役員コーポレートイノベーション本部

長兼コンプライアンス推進室長
2025年10月 当社常務執行役員コーポレート統轄本部長（現任）

15,800株

■取締役候補者とした理由
中出芳裕氏は、営業部門等の多岐にわたる業務に携わり、当社の支店ソリュー
ション販売部長、四国支店長代理等で培った豊富な経験・実績により執行役員
四国支店長、ソリューションビジネス本部長、常務執行役員コーポレートイノ
ベーション本部長兼コンプライアンス推進室長、常務執行役員コーポレート統
轄本部長等として当社の業務執行にあたり、その職責を果たしております。当
社は、同氏が豊富な業務経験と当社の事業に関する幅広い知見を有しているこ
とから、取締役候補者として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
生年月日 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式数

４
やま だ ひとし

山 田 均
1959年 12月 30日生

再任

1982年４月 当社入社
2007年10月 当社関西支店ネットワーク販売部長代理
2013年10月 当社姫路営業所長
2015年10月 当社四国支店長代理兼販売部長
2016年12月 当社執行役員四国支店長兼販売部長
2021年12月 当社常務執行役員中国支店長
2022年12月 当社取締役常務執行役員中国支店長就任
2024年10月 当社取締役常務執行役員ビジネス統轄本部長代理兼

関西支店長就任
2025年10月 当社取締役常務執行役員ビジネス統轄本部長代理兼

関西支店長兼民需ビジネス部長就任
2025年10月 当社取締役常務執行役員ビジネス統轄本部長代理兼

関西支店長就任（現任）

24,600株

■取締役候補者とした理由
山田 均氏は、営業部門等の多岐にわたる業務に携わり、当社の支店ネットワ
ーク販売部長代理、営業所長、四国支店長代理兼販売部長等で培った豊富な経
験・実績により執行役員・常務執行役員として当社の業務執行にあたり、さら
に取締役として中国支店長、ビジネス統轄本部長代理兼関西支店長等を歴任し、
当社の経営を担っております。当社は、同氏がその豊富な業務経験と経営に関
する幅広い知見を有していることから、引き続き取締役候補者として選任をお
願いするものであります。

（注）1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担すること

になる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令違反の行為であるこ
とを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者
に含められることとなります。なお、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

3. 当社は、2025年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上記の所有する当社株式数は、
当該株式分割後の株式数としております。
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第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役二宮麻里子氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員で

ある取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 当社における地位および担当 取 締 役 会
出 席 状 況

監 査 等 委 員 会
出 席 状 況

にの みや ま り こ

二 宮 麻 里 子
再任 女性
社外 独立

取締役（監査等委員） 13回／13回
（100％）

９回／９回
（100％）

（ご参考）本議案が原案どおり承認可決された場合の監査等委員会の構成

氏 名 当社における地位および担当 取 締 役 会
出 席 状 況

監 査 等 委 員 会
出 席 状 況

こ まつ のぼる

小 松 昇 非改選 男性 取締役（常勤監査等委員） 10回／10回
（100％）

６回／６回
（100％）

いずみ さわ だい すけ

泉 澤 大 介
非改選 男性
社外 独立

取締役（監査等委員） 13回／13回
（100％）

９回／９回
（100％）

とま べ ち くに お

苫 米 地 邦 男
非改選 男性
社外 独立

取締役（監査等委員） 11回／13回
（85％）

８回／９回
（89％）

にの みや ま り こ

二 宮 麻 里 子
再任 女性
社外 独立

取締役（監査等委員） 13回／13回
（100％）

９回／９回
（100％）
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氏 名
生年月日 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式数

にの みや ま り こ

二 宮 麻 里 子
1967年 10月 27日生

再任 社外 独立

2001年10月 弁護士登録（東京弁護士会）
2001年10月 隼国際法律事務所（現隼あすか法律事務所）入所
2003年10月 東京あおば法律事務所（現今村記念法律事務所）入所
2010年10月 つばさ法律事務所入所
2015年１月 株式会社長大監査役
2019年６月 森川産業株式会社取締役
2021年10月 人・夢・技術グループ株式会社取締役（監査等委員）

（現任）
2021年12月 当社取締役（監査等委員）就任（現任）
2022年６月 BACeLL法律会計事務所入所（現任）

1,400株

■社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
二宮麻里子氏は、弁護士として培われた専門的知識および企業法務に関する豊富な経
験等に加えて、当社の監査等委員である社外取締役として監査・監督し、中立・客観
的立場から提言等を行い、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を
果たしております。当社は、同氏の経験等を活かし、当社の監査・監督機能等の一層
の強化に反映していただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補
者として選任をお願いするものであります。

（注）1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 二宮麻里子氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、二宮麻里子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場

合は、引き続き独立役員として届け出る予定であります。
4. 二宮麻里子氏は、社外取締役、社外監査役または監査等委員である社外取締役となること以外の方法で、直接企業の経営に関

与された経験はありませんが、上記の「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」欄に記載のとおり、社外
取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。

5. 二宮麻里子氏は、本総会終結の時をもって当社の監査等委員である社外取締役の在任期間が４年となります。
6. 当社は、二宮麻里子氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約

を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当該契約は継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。

7. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担すること
になる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令違反の行為であるこ
とを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。二宮麻里子氏の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保
険者に含められることとなります。なお、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

8. 当社は、2025年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上記の所有する当社株式数は、
当該株式分割後の株式数としております。

以 上
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（ご参考）取締役会のスキル・マトリックス
本定時株主総会において、第１号議案および第２号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役会のスキ

ル・マトリックスは、以下のとおりであります。

氏 名 当社における地位
（予定） 企業経営 営業・

マーケティング 財務・会計 法務・
リスク管理

ICT・
デジタル

あり とみ えい じ

有 冨 英 治 再任 男性 代表取締役社長
社 長 執 行 役 員 ● ● ● ●

おく だ ひろ ひさ

奥 田 洋 久 新任 男性 取 締 役
専 務 執 行 役 員 ● ● ●

なか で よし ひろ

中 出 芳 裕 新任 男性 取 締 役
常 務 執 行 役 員 ● ● ●

やま だ ひとし

山 田 均 再任 男性 取 締 役
常 務 執 行 役 員 ● ● ●

こ まつ のぼる

小 松 昇 非改選 男性 取 締 役
（常勤監査等委員） ● ●

いずみ さわ だい すけ

泉 澤 大 介
非改選 男性

社外 独立
取 締 役
（監 査 等 委 員） ●

とま べ ち くに お

苫 米 地 邦 男
非改選 男性

社外 独立
取 締 役
（監 査 等 委 員） ●

にの みや ま り こ

二 宮 麻 里 子
再任 女性

社外 独立
取 締 役
（監 査 等 委 員） ●

（注）上記一覧表は、各取締役の経験・知見・専門性等を踏まえ、当社が特に期待するものを表しており、全てのスキルを示すもので
はありません。
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1. 会社の現況に関する事項
（1）事業の経過および成果

当期におけるわが国経済は、企業の堅調な設備投資などを背景として緩やかな回復の動きが続いていま
すが、物価上昇や米国の貿易政策の動向、地政学リスクなどから、依然として注視が必要な状況が続くと
見込まれております。
当社が位置するICT業界においては、業務効率化や生産性向上を目的としたシステム投資、デジタル技術

の活用によりビジネスモデルを変革するDX関連投資などを中心に堅調な推移が見込まれています。
このような環境の中、当社は、2025年９月期より2027年９月期を対象とした第３期中期経営計画

「FuSodentsu Vision 2027〜ココロ躍る未来に向かって Challenge DX Movement〜」を2024年
11月に策定いたしました。当期は、中期経営計画の初年度にあたり、事業を成長させる戦略として業種区
分を基軸とした価値提供を推進するとともに、経営基盤の強化により事業・経営基盤の両面から持続的成
長に努めております。
事業成長戦略については、業種別戦略、DX戦略、M&A戦略の３つの戦略を推進しております。業種別

戦略では、各業種特有の課題やニーズに即した具体的なアクションプランの策定と実行に努めるとともに、
業種横断的な課題に対してはワーキンググループを設置し、全社的な対応力の強化を図っております。
DX戦略においては、お客様のDXを推進する伴走型企画・コンサルティングの強化を目指し、DX提案ソ

リューションの標準化や生成AIの社内活用促進、DX人財育成のためのキャリアフレームワーク策定に取り
組んでおります。これにより、提案力と生産性の向上を図るとともに、社内業務の効率化を推進しており
ます。また、2024年10月にはテレフォニーとセキュリティを統合した当社独自のDXソリューション
「ArmZ X」シリーズの第一弾として「ArmZ Cloud」の提供を開始しました。さらに、2025年４月には
「ArmZ Link」および「ArmZ Key」を追加し、シリーズ製品の充実に努めております。

M&A戦略においては、自治体ビジネスの拡大を目的として、北海道内で自治体向け人事関連システムの
開発・導入・運用保守を行う株式会社北海道システムエンジニアリングを子会社化し、公共分野における
事業基盤の強化を図っております。
経営基盤の強化においては、プロジェクトマネージャー研修や企画力育成プログラムの実施により次世

代リーダーを育成するとともに、働き方改革や多様性尊重の職場づくりを推進しました。また、セキュリ
ティ商材の拡充、生成AIを活用した業務効率化ツールの導入、新業務システムへの移行などを通じ、業務
の高度化と顧客満足度の向上を図っております。
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当期の受注高は、電力業および民需向けパソコン・ソフトウエア販売に加え、医療情報システム関連の
ヘルスケアビジネスや防災・減災ビジネスなどが好調に推移したことにより63,504百万円（前年同期比
23.7％増）となりました。売上高につきましては、富士通株式会社および同社グループとの連携強化によ
る新規商談が活性化したことや、防災・減災ビジネス、システム標準化などの自治体ビジネスに加えて、
電力業および民需向けパソコン・ソフトウエア販売などが好調に推移したことにより54,684百万円（前年
同期比16.9％増）となりました。利益につきましては、売上高の増加に加えオフィス部門やソリューショ
ン部門などで粗利益率も改善したことから営業利益3,428百万円（前年同期比83.8％増）、経常利益3,663
百万円（前年同期比77.9％増）、当期純利益2,517百万円（前年同期比76.3％増）となりました。

部門別の状況は次のとおりであります。

（ネットワーク部門）
ネットワーク部門は、防災・減災ビジネスなど自治体ビジネスが好調に推移したものの、小売業向け

Wi-Fiアクセスポイント設置工事減少の影響により、売上高は13,874百万円（前年同期比4.6％減）となり
ました。

（ソリューション部門）
ソリューション部門は、電子カルテや医事会計などの医療情報システムの更新などヘルスケアビジネス

が好調に推移し、加えて電力業向けにセキュリティを施したパソコン・ソフトウエア販売、システム標準
化などの自治体ビジネスが好調に推移したことにより、売上高は16,730百万円（前年同期比39.9％増）と
なりました。

（オフィス部門）
オフィス部門は、民需向けパソコン・ソフトウエア販売が好調に推移したことなどにより、売上高は

12,139百万円（前年同期比28.1％増）となりました。

（サービス部門）
サービス部門は、ソフトウエアサポートサービスなどの増加に加え、運輸業向け運行記録・管理のデジ

タル化サービスなど業務効率化や生産性向上を目的とした様々なクラウドサービスが好調に推移したこと
により、売上高は11,938百万円（前年同期比10.5％増）となりました。
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（2）設備投資の状況
当期の設備投資額は、428百万円であります。
その主なものは、事務合理化および営業支援のための情報設備拡充に対する投資であります。

（3）資金調達の状況
当期は金融機関からの経常的な資金調達以外に特記すべき資金調達はありません。

（4）対処すべき課題と施策
第３期中期経営計画「FuSodentsu Vision 2027〜ココロ躍る未来に向かって Challenge DX

Movement〜」を引き続き推進し、マーケット基軸への転換を加速させ、業種区分を基軸とした価値提供
を推進するとともに、経営基盤の強化により事業・経営基盤の両面から持続的成長を図ってまいります。

❶事業成長戦略
以下の３つの事業戦略を組み合わせ、「６つの業種区分を基軸とした価値提供」を推進してまいります。
イ．業種区分を基軸にした顧客ニーズへの深い理解と的確な対応
ロ．お客様のDXを推進する伴走型企画・コンサルティングの強化
ハ．ビジネスアライアンスやM＆Aによる注力領域の技術拡充・協業の推進

❷経営基盤の強化
事業成長を支える組織・仕組みの高度化を図る観点から、以下の５つの経営基盤の強化を推進してま
いります。
イ．人財を活かす経営の推進
ロ．チャレンジ意欲向上に向けた組織文化の変革
ハ．先端技術研究の推進
ニ．新業務システムへの移行・業務の高度化
ホ．デジタルマーケティング・顧客満足度向上の取り組み

以上の課題を確実に推進するとともに、経営全般にわたる各種改善施策の推進により、さらなる業績向
上に向け全力で取り組んでまいります。
株主の皆様におかれましては、引き続き一層のご支援ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
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売上高 （単位：百万円）■ 経常利益■ （単位：百万円）

総資産額■ （単位：百万円） 純資産額■ （単位：百万円）

当期純利益■ （単位：百万円）

１株当たり純資産額■ （単位：円）

第78期 第77期 第78期

第78期 第77期 第78期

第78期

第77期 第78期

第77期 第77期

第77期

第79期 第79期 第79期

第79期 第79期 第79期

36,472

544 327

24,465 9,568

41,137

1,428 971

27,226 11,089
961.48

821.25

第80期
（当期）

46,778

第80期
（当期）

2,059

第80期
（当期）

1,428

第80期
（当期）

29,674

第80期
（当期）

12,528

第80期
（当期）

1,081.67
1,324.26

54,684 3,663 2,517

39,715 15,407
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（5）財産および損益の状況の推移
期 別

項 目
第77期

（2022年９月期）
第78期

（2023年９月期）
第79期

（2024年９月期）
第80期（当期）
（2025年９月期）

受 注 高 （百万円） 38,902 42,181 51,321 63,504

売 上 高 （百万円） 36,472 41,137 46,778 54,684

経 常 利 益 （百万円） 544 1,428 2,059 3,663

当 期 純 利 益 （百万円） 327 971 1,428 2,517

１株当たり当期純利益 （円） 28.14 83.93 123.52 216.89

総 資 産 額 （百万円） 24,465 27,226 29,674 39,715

純 資 産 額 （百万円） 9,568 11,089 12,528 15,407

１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 821.25 961.48 1,081.67 1,324.26
（注）2025年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そのため、2022年９月期の期首に当該

株式分割が行われたと仮定し、１株当たり情報を算定しております。
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（6）重要な親会社および子会社の状況
❶親会社の状況
該当事項はありません。

❷重要な子会社の状況
該当事項はありません。なお、子会社である株式会社北海道システムエンジニアリングは、資産、売
上高、損益等から重要性が乏しいため、非連結子会社となっております。

（7）主要な事業内容
当社は、情報通信機器・オフィス機器の販売施工、システムソフト開発およびこれらに関連するサポー

トサービスを主として行っております。

（8）主要な事業所
本 社：東京都中央区築地五丁目４番18号
支 店：関西（大阪）、東北（仙台）、中国（広島）、中部（名古屋）、九州（福岡）、北海道（札幌）、

関東（横浜）、四国（高松）

（9）従業員の状況
従業員数（前期末比増減） 平 均 年 齢 平均勤続年数

1,005名（36名増） 45.2歳 20.7年

（10）主要な借入先
該当事項はありません。

（11）その他会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 24,000,000株
（2）発行済株式の総数 6,960,980株

（自己株式886,055株を含む）
（3）株 主 数 3,743名
（4）大 株 主

株 主 名 持 株 数 持株比率

株 ％
扶 桑 電 通 従 業 員 持 株 会 954,836 15.71

滝 内 裕 子 320,172 5.27

太 田 雅 子 316,400 5.20

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 279,012 4.59

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（ 信 託 Ｅ 口 ） 257,500 4.23

吉 田 稔 208,000 3.42

ＨＴホールディングス株式会社 124,000 2.04

加 藤 盛 三 60,000 0.98

大 平 昭 夫 60,000 0.98

山 崎 榮 子 60,000 0.98

（注）1. 当社は、自己株式886,055株を所有しておりますが、上記の大株主に含めておりません。
2. 持株比率は、自己株式886,055株を控除して計算しております。なお、当該自己株式には「株式給付信託（J-ESOP）」導入

において設定した株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式257,500株は含まれておりません。
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（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
区 分 株 式 数 交付対象者数

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。） 7,500株 ３名

（注）上記は、譲渡制限付株式報酬であります。

（6）その他株式に関する重要な事項
当社は、2025年９月10日開催の取締役会決議に基づき、2025年10月１日付で普通株式１株につき２

株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行可能株式総数は48,000,000株となり、発行済株
式の総数は13,921,960株となっております。
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3. 会社役員に関する事項
（1）取締役の氏名等

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長
社 長 執 行 役 員 有 冨 英 治 ビジネス統轄本部長

取 締 役
常 務 執 行 役 員 兼 松 良 一 管理本部長

取 締 役
常 務 執 行 役 員 山 田 均 ビジネス統轄本部長代理兼関西支店長

取 締 役
（常 勤 監 査 等 委 員） 小 松 昇

取 締 役
（監 査 等 委 員） 泉 澤 大 介 泉澤会計事務所 公認会計士・税理士

取 締 役
（監 査 等 委 員） 苫 米 地 邦 男 苫米地邦男税理士事務所 税理士

工藤建設株式会社監査役

取 締 役
（監 査 等 委 員） 二 宮 麻 里 子 BACeLL法律会計事務所 弁護士

人・夢・技術グループ株式会社取締役（監査等委員）

（注）1. 取締役（監査等委員）泉澤大介、苫米地邦男および二宮麻里子の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役でありま
す。

2. 取締役（監査等委員）泉澤大介氏の兼職先である泉澤会計事務所と当社との間には、特別な関係はありません。
3. 取締役（監査等委員）苫米地邦男氏の兼職先である苫米地邦男税理士事務所および工藤建設株式会社と当社との間には、特別

な関係はありません。
4. 取締役（監査等委員）二宮麻里子氏の兼職先であるBACeLL法律会計事務所および人・夢・技術グループ株式会社と当社との

間には、特別な関係はありません。
5. 当社は、取締役（監査等委員）泉澤大介、苫米地邦男および二宮麻里子の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし

て指定し、同取引所に届け出ております。
6. 取締役（監査等委員）泉澤大介氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するもの

であります。
7. 取締役（監査等委員）苫米地邦男氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するもので

あります。
8. 当社は、監査等委員会の情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を選定して

おります。
9. 当社は、執行役員制度を導入しております。2025年10月１日付の取締役を兼任しない執行役員は、次のとおりであります。

専務執行役員 奥田洋久
常務執行役員 中出芳裕、村上耕史、三輪 薫、西 祥司
執 行 役 員 村上孝弘、上地浩夫、小坂井康裕、尾崎圭吾、田口 譲、奥山浩司、布施克磨、中村尚義、池田敬二、

小川芳彦、下山万里子、松村明彦、半田智子
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を

限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に
定める最低責任限度額としております。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役（監査等委員である取締役を含む。）および執行役員を被保険者として、会社法第430条

の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することにな
る損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令違反
の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。なお、保険料は、全額当社
が負担しております。

（4）取締役の報酬等
❶取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の個人別の報酬等の内容に係る決
定方針に関する事項
当社は、2021年２月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を

決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内
容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会か
らの答申内容が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ．基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう
株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水
準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬と非金銭
報酬等としての譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務
に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

ロ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件
の決定に関する方針を含む。）
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社

の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、固定給部分と各期の業績および各取締役の貢献度を考
慮した報酬として総合的に勘案し決定するものとする。なお、特定の財務諸表に連動する形とはして
いないため業績連動給与としての開示および会計処理・税務処理は行わないこととする。

ハ．非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または
条件の決定に関する方針を含む。）
非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と

共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社にお
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ける各割り当て対象者の貢献度等諸般の事項等を総合的に勘案の上、算出された株式を非金銭報酬等
として毎年一定の時期に割り当てる。

ニ．金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企

業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討・審議を行う。取締役会
（ホ．の委任を受けた代表取締役社長）は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された
種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。

ホ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任

を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代
表取締役社長によって適切に行使されるよう、事前に指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るも
のとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならない
こととする。なお、株式報酬は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で個人別の割当株式数
を決議する。

❷取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬は、2016年12月20日開催の第71期定時株主総

会において年額300百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）として決議い
ただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は５名
であります。また、上記の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の当該金銭報酬とは別枠で、2017
年12月21日開催の第72期定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を
除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額60百万円以内
（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）、譲渡制限付株式の総数55,000株（なお、
2020年４月１日付および2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、
譲渡制限付株式の総数を220,000株に調整しております。）を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付
株式の数の上限として決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である
取締役および社外取締役を除く。）の員数は５名であります。
監査等委員である取締役の金銭報酬は、2016年12月20日開催の第71期定時株主総会において年額60

百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は３
名であります。
❸取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の個人別の報酬等の内容の決定に
係る委任に関する事項
当社は、取締役会の決議に基づき代表取締役社長社長執行役員有冨英治に取締役の個人別の報酬等の内

容（基本報酬の額）の決定を委任しております。委任の理由は、各取締役の職責や当社全体の業績等を総
合的に勘案し決定するには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。なお、委任さ
れた内容の決定に当たっては、事前に指名・報酬委員会において個人別の報酬原案を諮問し答申を得てお
り、報酬水準の妥当性や決定方針への適合性について確認しております。
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❹取締役の報酬等の総額等に関する事項

区 分 報酬等の総額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額

対象となる役員の員数
基 本 報 酬 非金銭報酬等

千円 千円 千円 名
取締役（監査等委員を除く） 102,823 90,120 12,702 ３
取 締 役（監査等委員）
（うち社外取締役）

35,988
（18,705）

35,988
（18,705）

ー
（ー）

５
（３）

合 計
（うち社外取締役）

138,811
（18,705）

126,108
（18,705）

12,702
（ー）

８
（３）

（注）1. 報酬等の総額および対象となる役員の員数には、2024年12月20日開催の第79期定時株主総会終結の時をもって退任した取
締役（監査等委員）１名を含んでおります。

2. 非金銭報酬等の額には、取締役（監査等委員を除く）３名に対する譲渡制限付株式報酬の当期に係る費用計上額を記載してお
ります。

3. 当社は、2010年12月21日開催の第65期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
4. 非金銭報酬等として、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対して、株価変動のメリットとリスクを

株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として譲渡制限付株式報酬を
支給しております。当該譲渡制限付株式は、譲渡制限期間を30年間とし、当社取締役会が正当と認める理由により譲渡制限
期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合には、譲渡制限を解除するものであります。なお、譲渡制限期間が満了する
前に当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社の取締役を退任した場合は、当社が無償取得するものとしてお
ります。

（5）社外役員に関する事項
社外役員の主な活動状況
区 分 氏 名 主な活動状況および期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役
（監査等委員） 泉 澤 大 介

当期開催の取締役会13回の全てに、当期開催の監査等委員会９回の
全てに出席し、主に公認会計士としての専門的見地から議案審議等
に必要な発言を行い、意思決定の妥当性・適正性を確保するための
適切な役割を果たしております。また指名・報酬委員会の委員とし
て、中立・客観的立場から提言等を行いました。

取 締 役
（監査等委員） 苫米地 邦 男

当期開催の取締役会13回のうち11回、当期開催の監査等委員会
９回のうち８回に出席し、主に税理士としての専門的見地から議案
審議等に必要な発言を行い、意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための適切な役割を果たしております。また指名・報酬委員会の委
員として、中立・客観的立場から提言等を行いました。

取 締 役
（監査等委員） 二 宮 麻里子

当期開催の取締役会13回の全てに、当期開催の監査等委員会９回の
全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から議案審議等に必
要な発言を行い、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切
な役割を果たしております。また指名・報酬委員会の委員として、
中立・客観的立場から提言等を行いました。
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4. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
❶当社の会計監査人としての報酬等の額

39,500千円
❷当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

40,490千円
（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分してお

らず、実質的にも区分できないため、上記の金額はこれらの合計額で記載しております。

❸会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を

踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・要員計画、会計監査人の職務遂行状
況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第１項の
同意を行っております。

（3）非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外に、「内部統制報告制度（J-SOX）」

の改訂に関する助言・指導についての対価を支払っております。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株

主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる

場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定
した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、その旨および解任の理由を報告いたしま
す。
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5. 業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正

を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
当社は、法令・社会規範を厳格に遵守し正しい倫理観に則した行動により社会的責任を果たすため、「企

業倫理憲章・行動規範」を制定し、役職者が率先垂範するとともに、経営トップが先頭に立ちコンプライ
アンス推進に取り組む。
法令・定款等に違反する行為を使用人が発見した場合の通報者の保護を含む内部通報制度を構築する。

万一法令・定款等に抵触する事態が発生した場合には、リスク・コンプライアンス委員会がその解決にあ
たる。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報・文書について（以下、職務執行情報という。）の取り扱いは、当該担当

取締役が所管し、文書管理規程およびそれに関連する業務マニュアルに従い適切に保存および管理を行う。
取締役はこの職務執行情報を閲覧できるものとする。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
法令遵守、品質維持、災害事故防止、情報セキュリティ、環境保全に係るリスクについては、諸規程な

らびにガイドラインを策定整備し、これらに基づき管理者を配置して損失の危険を防止する。新たに発生
したリスクについては速やかに対応責任者を定め対応に万全を期す。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
❶取締役はその職務執行において、定款、取締役会規程、経営会議規程および職務権限規程に基づき付議
基準に該当する事項については取締役会、経営会議に付議することを遵守する。

❷経営方針については、毎年策定される年度事業計画および中期経営計画に基づき各部門において目標達
成のために活動することとする。また、事業計画が当初の目標どおりに進捗しているか事業報告を通じ
定期的に検証する。

❸日常の職務遂行に際しては、職務権限規程、職務分掌規程等に基づき権限の委譲が行われ、職位者が意
思決定ルールに則り業務を遂行することとする。
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（5）当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
❶子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するため、必要に応じて関係資
料等の提出を求める。

❷子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社のリスク管理体制を整備し、適正な運用を確保するとともに、当社および子会社のリス
クを網羅的かつ統括的に管理する。

❸子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の自主性、独立性を尊重しつつ、経営の適正かつ効率的な運用に資するための体制を整
備する。

❹子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の業務監査担当は「関係会社管理規程」および「内部監査規程」に基づき、子会社に対する内部監
査を定期的に実施し、業務の適正性を検証する。

（6）監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会が監査の実効性を高め監査職務を円滑に遂行するための補助者を置くことを求めた場合に

は、補助者を１名以上配置することとする。

（7）前号の取締役及び使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの
独立性並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査職務の補助者の独立性および実効性を確保するため、当該補助者は当社の業務執行に係る役職を兼

務せず、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、その評価等は監査等委員会の意見を聴取するものと
する。
監査職務の補助者の任命、異動は監査等委員会の同意を得るものとする。

（8）取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告
をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人は、監査等委員会規程、監査等委員会監査等規

程の定めるところに従い、監査等委員会の監査に必要な報告および情報提供を行うこととし、その主なも
のは、次のとおりとする。
・内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
・内部監査部門の活動状況
・重要な会計方針、会計基準およびその変更
・業績および業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
・内部通報制度の運用および通報の内容
・稟議書、会議議事録、その他監査等委員会から要求された書類、電磁的媒体情報
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（9）監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い
を受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告を行った取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人に対し、

当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）および使用人に周知徹底する。

（10）監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）
について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生
ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用および債務ならびにそれらの処理については、

当該費用が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる
ものとする。

（11）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は代表取締役と定期的に会合をもち、代表取締役の経営方針を確認するとともに会社が対

処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等
について意見を交換し相互認識を深める。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人は、監査等委員会規程、監査等委員会監査等規

程の定めるところに従い、上記以外についても、監査等委員会監査の実効性を確保するために努力するも
のとする。

6. 業務の適正を確保するための体制の運用状況
当社の当事業年度における実施状況は次のとおりであります。

（1）取締役会を13回開催し、法令および定款等に定められた事項や経営方針、予算の策定等の経営に関する
重要事項を決定し、月次の経営業績の分析・対策・評価を検討するとともに、法令および定款等への適合
性および業務の適正性の観点から審議をいたしました。

（2）監査等委員会を９回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、重要な社内会議への出席、業務および
財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査・監督、法令および定款等への遵守について監査いたしまし
た。

（3）リスク・コンプライアンス委員会を７回開催し、体制の整備、法令・定款・社会規範の遵守、従業員の
教育に努め、コンプライアンスの徹底に取り組んでおります。

（4）業務の有効性および実効性、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み、内部統制の基本的枠組み
に準拠して策定した実施計画に基づき内部統制評価を実施いたしました。また、決算開示資料について
は、取締役会に付議したのち、開示を行うことにより適正性を確保いたしました。
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7. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と位置付け、経営体質の強化ならびに積極的な事

業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、業績に応じた利益配分と安定的、継続的な株主還元を実施するこ
とを基本方針といたします。
株主の皆様への利益還元といたしましては、年間の配当金額を配当性向40％を目安に、株主資本配当率

（DOE）2.0％を下限に設定し安定的な株主還元を目指します。なお、中間配当につきましては、１株当たり
15円といたします。
この方針に基づき当期の期末配当につきましては、2025年11月11日開催の取締役会において、１株当た

り159円とすることとし、効力発生日を2025年12月19日とすることを決議いたしました。年間配当金は中
間配当金15円を含めまして、174円（配当性向は40.1％）とさせていただきました。

当社は、2025年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、
配当政策の基本方針を2026年９月期配当より以下のとおり変更いたします。
(変更後の基本方針)
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と位置付け、経営体質の強化ならびに積極的な事

業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、業績に応じた利益配分と安定的、継続的な株主還元を実施するこ
とを基本方針といたします。
株主の皆様への利益還元といたしましては、年間の配当金額を配当性向40％を目安に、株主資本配当率

（DOE）2.0％を下限に設定し安定的な株主還元を目指します。なお、中間配当につきましては、１株当たり
7.5円といたします。
次期の配当につきましては、変更後の基本方針のもと、年間配当金として１株当たり57円（中間配当7.5

円、期末配当49.5円）を予定しております。

※ 株主資本配当率（DOE）＝（年間配当総額÷株主資本）×100

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てております。
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貸借対照表（2025年９月30日現在） （単位：千円）

科目 金額

資産の部
流動資産 27,634,979
現金及び預金 8,855,259
受取手形 195,887
売掛金 9,694,856
契約資産 1,534,503
有価証券 1,100,000
商品 806
仕掛品 4,537,390
前払費用 688,081
未収入金 103,100
リース投資資産 540,411
その他 408,323
貸倒引当金 △23,640

固定資産 12,080,545
有形固定資産 696,394
建物構築物 316,303
工具、器具及び備品 147,345
リース資産 44,019
土地 188,725

無形固定資産 396,278
ソフトウエア 374,146
電話加入権 22,131

投資その他の資産 10,987,873
投資有価証券 9,571,806
関係会社株式 138,531
リース投資資産 770,048
差入保証金 364,864
破産更生債権等 15,545
その他 142,622
貸倒引当金 △15,545

資産合計 39,715,525

科目 金額

負債の部
流動負債 20,451,243
買掛金 15,098,881
未払金 321,807
未払法人税等 908,831
未払消費税等 71,802
未払費用 559,995
契約負債 1,785,602
賞与引当金 968,096
リース債務 533,697
その他 202,529

固定負債 3,856,653
長期未払金 58,332
退職給付引当金 2,684,876
株式給付引当金 281,049
繰延税金負債 29,226
リース債務 802,167
その他 1,000

負債合計 24,307,897
純資産の部

株主資本 12,357,800
資本金 1,083,500
資本剰余金 1,225,421
資本準備金 1,076,468
その他資本剰余金 148,953

利益剰余金 10,667,018
利益準備金 165,867
その他利益剰余金 10,501,151
別途積立金 3,042,243
繰越利益剰余金 7,458,907

自己株式 △618,140
評価・換算差額等 3,049,828
その他有価証券評価差額金 3,049,828

純資産合計 15,407,628
負債・純資産合計 39,715,525
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損益計算書（2024年10月１日から2025年９月30日まで） （単位：千円）

科目 金額

売上高 54,684,025
売上原価 44,173,535

売上総利益 10,510,489
販売費及び一般管理費 7,081,972
営業利益 3,428,517
営業外収益

受取利息及び配当金 205,823
仕入割引 3,077
貸倒引当金戻入益 20
その他 30,877 239,798

営業外費用
支払利息 1,920
その他 2,562 4,482

経常利益 3,663,833
税引前当期純利益 3,663,833
法人税、住民税及び事業税 1,149,474
法人税等調整額 △3,410
当期純利益 2,517,769
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株主資本等変動計算書（2024年10月１日から2025年９月30日まで） （単位：千円）

株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金 利益準備金

その他利益剰余金
別途積立金 繰越利益剰余金

2024年10月１日残高 1,083,500 1,076,468 139,980 165,867 3,042,243 5,505,536
当期中の変動額
剰余金の配当 △564,398
当期純利益 2,517,769
自己株式の取得
自己株式の処分 8,972
株主資本以外の項目の
当期中の変動額（純額）

当期中の変動額合計 − − 8,972 − − 1,953,371
2025年９月30日残高 1,083,500 1,076,468 148,953 165,867 3,042,243 7,458,907

（単位：千円）

株主資本 評価･換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

2024年10月１日残高 △634,949 10,378,646 2,149,481 12,528,128
当期中の変動額
剰余金の配当 △564,398 △564,398
当期純利益 2,517,769 2,517,769
自己株式の取得 △381 △381 △381
自己株式の処分 17,190 26,163 26,163
株主資本以外の項目の
当期中の変動額（純額） 900,346 900,346

当期中の変動額合計 16,809 1,979,153 900,346 2,879,500
2025年９月30日残高 △618,140 12,357,800 3,049,828 15,407,628
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個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

❶有価証券の評価基準及び評価方法
イ 満期保有目的の債券：原価法
ロ 子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法
ハ その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの：時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定）

市場価格のない株式等：移動平均法による原価法
❷棚卸資産の評価基準及び評価方法
イ 商品 ：先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
ロ 仕掛品 ：個別法（オーダ毎）による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

（2）固定資産の減価償却の方法
❶有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、2016年４月１日以後に取得した建物附属設備および構築物に
ついては定額法）
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物構築物 ３〜50年
工具、器具及び備品 ２〜20年

❷ソフトウエア（リース資産を除く）
自社利用ソフトウエア：利用可能期間（５年）に基づく定額法
市場販売目的のソフトウエア：見込販売量を基準として販売数量に応じた割合に基づく償却額と、販売可能期間

（３年）に基づく償却額のいずれか多い金額をもって償却する方法によっており
ます。

❸リース資産 ：所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用
年数とし残存価額を零とする定額法によっております。
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（3）引当金の計上基準
❶貸倒引当金 ：債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額
を計上しております。

❷賞与引当金 ：従業員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計
上しております。

❸受注損失引当金 ：受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末時点で将来の損失が見込
まれ、かつ当該損失金額を合理的に見積もることが可能なものについては、翌期
以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。

❹退職給付引当金 ：従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金
資産の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上
しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属
させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（12年）による定額法により按分した額を費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（12年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業
年度から費用処理しております。

❺株式給付引当金 ：従業員の株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額
に基づき計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容および当該履行義務を充足する通常の時点（収
益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
❶ネットワーク部門およびソリューション部門
ネットワーク部門およびソリューション部門では、顧客に対するメーカーおよび商社の情報通信機器の
施工、ソフト開発等を行っております。これらの取引では主に顧客との請負契約に基づき、メーカーの
情報通信機器の施工を行う履行義務、顧客の情報システムの設計、開発や導入を支援する履行義務等を
負っており、作業の進捗に伴って顧客に成果が移転し、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判
断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識して
おります。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積工事原価総額に占める発生原価の割合
によるインプット法にて算出し、進捗度の合理的な見積りができないものの、発生する費用を回収する
ことが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、取引対価の受領について
は、顧客との契約に基づき、段階的に受領するとともに、履行義務を完全に充足したのち、概ね３カ月
以内に残額を受領しております。当事業年度において取引価格に重要な金融要素を含むものはありませ
ん。
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❷オフィス部門
オフィス部門では、顧客に対するメーカーの情報通信機器等の商品の販売を行っております。この取引
では、顧客との販売契約に基づき、調達した商品を顧客に引き渡す履行義務を負っており、顧客が検収
した時点で資産に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断し、一時点で収益を認識し
ております。なお、取引対価の受領については、顧客との契約に基づき、履行義務を充足してから概ね
３カ月以内に取引対価を受領しており、重要な金融要素を含んでおりません。

❸サービス部門
サービス部門では、顧客に対する保守サービスを行っております。顧客との保守サービス契約に基づ
き、契約期間にわたり保守サービスを顧客へ提供する履行義務を負っており、契約期間を通じて履行義
務を充足することから、一定の期間にわたり収益を認識しております。ただし、当該履行義務が一時点
で充足される場合には、履行義務が完了した時点において、収益を認識しております。なお、取引対価
の受領については、顧客との契約に基づき、履行義務を充足してから概ね３カ月以内に取引対価を受領
しており、重要な金融要素を含んでおりません。

（5）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。

2. 会計方針の変更に関する注記
〔法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用〕

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日）等を当事業
年度の期首から適用しております。

なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

3. 会計上の見積りに関する注記
工事原価総額の見積り

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額
（単位：千円）

科目 金額
契約資産 1,534,503
受注損失引当金 ―
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（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記（4）収益及び費用の計上基準 ❶ネットワーク部門およびソ

リューション部門に記載のとおり、履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、見積工事原価総額に占め
る発生原価の割合によるインプット法にて算出しております。また、1. 重要な会計方針に係る事項に関す
る注記（3）引当金の計上基準 ❸受注損失引当金に記載のとおり、受注契約に係る将来の損失に備えるた
め、当事業年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ当該損失金額を合理的に見積もることが可能なものに
ついては、翌期以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。
工事原価総額については契約ごとに作業内容、工数等を元に適切な工事原価総額を算定しており、工事着

手後の状況の変化による作業内容の変更等も都度反映しております。ただし、各契約の特性に応じて個別に
判断を行う必要があることから不確実性があり、実際に発生する原価が見積りと異なった場合や工事原価総
額の見積りの前提条件（作業内容、工数等）が変動する場合には、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響
を及ぼす可能性があります。

4. 追加情報に関する注記
〔従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引〕

当社は、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有すること
により、株価および業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するイ
ンセンティブプランとして、「株式給付信託（J-ESOP）」（以下、「本制度」という。）を導入しております。

（1）取引の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を
給付する仕組みです。
当社は、従業員の勤続に対してポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポ
イントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭に
より将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

（2）信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株
式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額および株式数は、当事業年度末183,106千円、
257,500株であります。なお、当社は、2025年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を
行っておりますが、上記株式数は当該株式分割前の株式数で記載しております。

5. 貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 1,785,623千円

（2）関係会社に対する金銭債権・債務
短期金銭債権 2,922千円
短期金銭債務 52,116千円
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6. 損益計算書に関する注記
（1）関係会社との取引高

営業取引による取引高
売 上 高 10,500千円
仕 入 高 156,393千円

営業取引以外の取引高 4,557千円
（2）一般管理費に含まれる研究開発費 30,766千円

7. 株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当事業年度の末日における発行済株式の総数及び自己株式の数

発行済株式総数（自己株式を含む）：普通株式 6,960,980株
自己株式の数 ：普通株式 1,143,555株

（注）１．自己株式の数には、「株式給付信託（J-ESOP）」導入において設定した株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する
当社株式257,500株が含まれております。

２．当社は、2025年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。なお、株式数は当該株式分割
前の株式数で記載しております。

（2）当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2024年11月11日
取締役会 普通株式 473,272千円 78円 2024年９月30日 2024年12月23日

2025年５月９日
取締役会 普通株式 91,125千円 15円 2025年３月31日 2025年６月９日

（注）１．2024年11月11日取締役会決議による１株当たり配当額には、特別配当68円を含んでおります。
２．2024年11月11日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」導入において設定した株式会社日本

カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金21,567千円が含まれております。
３．2025年５月９日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」導入において設定した株式会社日本カ

ストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金4,029千円が含まれております。

（3）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年11月11日開催の取締役会において、次のとおり決議をいたしました。
・普通株式の配当に関する事項
❶配当金の総額 965,913千円
❷配当の原資 利益剰余金
❸１株当たり配当額 159円
❹基準日 2025年９月30日
❺効力発生日 2025年12月19日

（注）１．2025年11月11日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」導入において設定した株式会社日本
カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金40,942千円が含まれております。

２．当社は、2025年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上記の１株当たり配当額につ
いては、基準日が９月30日であるため、当該株式分割前の額を記載しております。

2025年11月17日 17時06分 $FOLDER; 37ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



37

8. 退職給付に関する注記
〔採用している退職給付制度の概要〕

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度および退職一時金制度、確定拠出型の制度とし
て、確定拠出年金制度を設けております。

〔確定給付制度〕
（1）退職給付債務に関する事項 千円

❶退職給付債務 △5,086,016
❷年金資産 3,698,838
❸未積立退職給付債務 △1,387,178
❹未認識数理計算上の差異 △1,297,698
❺未認識過去勤務費用 −
❻退職給付引当金 △2,684,876

（2）退職給付費用に関する事項 千円
❶勤務費用 212,392
❷利息費用 −
❸期待運用収益 △86,503
❹数理計算上の差異の費用処理額 △85,366
❺過去勤務費用の費用処理額 8,547
❻臨時に支払った割増退職金等 1,833
❼退職給付費用 50,902

（3）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
❶退職給付見込額の期間配分方法：給付算定式基準
❷割引率 1.40％
❸長期期待運用収益率 2.50％
❹予想昇給率 4.90％
❺数理計算上の差異の処理年数 12年
（各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した
額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。）

❻過去勤務費用の額の処理年数 12年
（発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額を費用処理
しております。）

（注）当事業年度の期首時点の計算において適用した割引率は0.00％でありましたが、期末時点において割引率の再検討を行った結
果、割引率の変動が退職給付債務の額に重要な影響を及ぼすと判断し、割引率を1.40％に見直しております。

〔確定拠出制度〕
当社の確定拠出制度への要拠出額は、当事業年度122,484千円であります。
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9. 税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産 千円
貸倒引当金 12,138
賞与引当金 296,431
未払社会保険料 53,281
退職給付引当金 843,218
投資有価証券評価損 8,216
その他 176,853
繰延税金資産小計 1,390,140
評価性引当額 △26,902
繰延税金資産合計 1,363,237

繰延税金負債 千円
その他有価証券評価差額金 1,392,464
繰延税金負債合計 1,392,464
繰延税金資産純額 △29,226

（2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別内訳

％
法定実効税率 30.6
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2
住民税均等割 1.4
評価性引当額 0.1
税率変更による影響額 △0.7
その他 △0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.3

（3）法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、2026
年４月１日以降開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴
い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から、2026年10月１
日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.52%に変更して計算しております。
この税率変更により繰延税金資産が23,952千円増加し、法人税等調整額が23,952千円およびその他有価証
券評価差額金が39,759千円減少しております。
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10. 金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

当社は、余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、運転資金を銀行借入もしくは社債により調達
しております。
受取手形および売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理マニュアルに沿ってリスク低減を図っており
ます。有価証券及び投資有価証券は主に株式、投資信託および満期保有目的の債券であり、上場株式等に
ついては四半期毎に時価の把握を行っております。
買掛金などの流動負債は、その決済時において流動リスクに晒されますが、月次に資金繰り計画を作成す
るなどの方法により管理しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っております。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2025年９月30日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次
のとおりであります。

（単位：千円）

貸借対照表計上額（＊1） 時価（＊1） 差額
（１）投資有価証券

満期保有目的の債券 3,700,000 3,643,220 △56,780
その他有価証券 5,870,326 5,870,326 −

（２）リース投資資産 1,310,460 1,296,121 △14,338
（３）差入保証金（＊3） 341,509 296,587 △44,921

資産計 11,222,296 11,106,255 △116,040
（１）リース債務 （1,335,864） （1,321,411） △14,453
（２）長期未払金 （58,332） （57,320） △1,012

負債計 （1,394,197） （1,378,731） △15,465
（＊1）負債に計上されているものについては、（ ）で表示しております。
（＊2）「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「未収入金」「有価証券」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」については、現金である

ことまたは短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
（＊3）貸借対照表計上額との差額は、資産除去債務相当額23,355千円であります。
（＊4）市場価格のない株式等である非上場株式（貸借対照表計上額1,480千円）は、「（1）投資有価証券」に含まれておりません。

また市場価格のない株式等である関係会社株式（貸借対照表計上額138,531千円）は、「金融商品の時価等に関する事項」には
記載しておりません。
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（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の３つのレ
ベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格より算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
❶時価で貸借対照表に計上している金融商品

（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 4,386,421 − − 4,386,421
投資信託 − 1,483,905 − 1,483,905

資産計 4,386,421 1,483,905 − 5,870,326

❷時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
満期保有目的の債券
社債 − 3,643,220 − 3,643,220

リース投資資産 − 1,296,121 − 1,296,121
差入保証金 − 296,587 − 296,587

資産計 − 5,235,929 − 5,235,929
リース債務 − 1,321,411 − 1,321,411
長期未払金 − 57,320 − 57,320

負債計 − 1,378,731 − 1,378,731
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（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１
の時価に分類しております。一方、投資信託及び社債は公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない
ため、レベル２の時価に分類しております。

リース投資資産
時価については、未経過リース料の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた
現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

差入保証金
時価については、その将来のキャッシュ・フロー(資産除去債務の履行により最終的に回収が見込めない金額控除後)
を国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

リース債務
時価については、未経過リース料の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた
現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期未払金
時価については、将来の支払予定額を、国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベ
ル２の時価に分類しております。

11. 収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社の売上高を部門別および収益の認識時期に分解した情報は、次のとおりであります。
（単位：千円）

部門 一時点で移転される財
又はサービス

一定の期間にわたり
移転される財又はサービス 合計

ネットワーク 11,276 13,863,691 13,874,968
ソリューション 8,489 16,722,403 16,730,893
オフィス 12,139,445 − 12,139,445
サービス 146,053 11,792,663 11,938,717
顧客との契約から生じる収益 12,305,266 42,378,758 54,684,025
外部顧客への売上高 12,305,266 42,378,758 54,684,025

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記（4）収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載してい
るため、注記を省略しております。
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（3）当事業年度の収益の金額を理解するための情報
❶契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）
当事業年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 8,656,041
顧客との契約から生じた債権(期末残高) 9,890,743
契約資産(期首残高) 944,823
契約資産(期末残高) 1,534,503
契約負債(期首残高) 840,916
契約負債(期末残高) 1,785,602
契約資産は、ネットワーク部門およびソリューション部門のうち一定の期間にわたり収益を認識する

取引において、期末日時点で充足した履行義務のうち、未請求の対価に対する当社の権利に関するもの
であります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債
権に振り替えられます。当該対価は、顧客との契約に基づき、段階的に受領するとともに、履行義務を
完全に充足したのち、概ね３カ月以内に残額を受領しております。
契約負債は、顧客との契約に基づき顧客から受け取った履行義務充足前の前受金に関するものであり

ます。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。なお、当事業年度に認識した収益の額のうち期
首現在の契約負債残高に含まれていた額は、761,952千円であります。
当事業年度において契約資産が589,679千円増加した要因は、期首に認識していた契約資産837,594千円

が契約に基づく一定の条件を満たしたことに伴い債権に振替えられたことにより減少し、期末日時点で
充足した履行義務のうち未請求の対価に対する当社の権利1,427,274千円の計上に伴い増加したことに
よるものであります。また、契約負債が944,685千円増加した要因は、前受金の受け取りによる増加
2,061,147千円、収益認識による減少1,116,461千円であります。
過去の期間に充足（または部分的に充足）した履行義務から、当事業年度に認識した収益（取引価格

の変動、工事原価総額の見積額の変更等）の額は軽微であります。
❷残存履行義務に配分した取引価格

残存履行義務に配分した取引価格の総額はネットワーク部門およびソリューション部門に関するもの
であり、残存履行義務に配分した取引価格の総額および収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおり
であります。なお、当初に予想される契約期間が１年以内の契約については注記の対象に含めておりま
せん。

（単位：千円）
当事業年度

期末日において未充足または部分的に未充足の履行義務に配分した取引価格の総額 10,090,907
１年内 5,658,594
１年超 4,432,312
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12. １株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,324円26銭

１株当たり当期純利益金額 216円89銭
（注）１．当社は、2025年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そのため、当事業年度の期首

に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額および１株当たり当期純利益金額を算定しております。
２．「株式給付信託（J-ESOP）」導入において設定した株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式は、１株当

たり純資産額の算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式に含めており、また１株当たり当期純利益金額の算定上、
期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。当該信託口が保有する当社株式の期末株式数は当事業
年度515,000株（株式分割後）であり、期中平均株式数は当事業年度537,231株であります。

13. 重要な後発事象に関する注記
（株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更）

当社は、2025年９月10日開催の取締役会において、株式分割および定款の一部変更を行うことについて決
議いたしました。

（1）株式分割について
❶株式分割の目的
株式分割を行い投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資しやすい環境を整えることで、当社
株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。

❷株式分割の概要
イ 分割の方法
2025年９月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株
式１株につき２株の割合をもって分割しております。

ロ 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 6,960,980株
今回の分割により増加する株式数 6,960,980株
株式分割後の発行済株式総数 13,921,960株
株式分割後の発行可能株式総数 48,000,000株

❸株式分割の日程
基準日公告日 2025年９月12日
基準日 2025年９月30日
効力発生日 2025年10月１日

❹１株当たり情報に及ぼす影響
「12. １株当たり情報に関する注記」において、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して
１株当たり情報を算定しております。
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（2）株式分割に伴う定款の一部変更
❶定款変更の理由
上記株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、2025年10月１日付で当社定款第６条の発
行可能株式総数を変更しております。

❷定款変更の内容
（下線は変更部分を示します。）

変更前 変更後

（発行可能株式総数） （発行可能株式総数）
第６条 当会社の発行可能株式総数は、

2,400万株とする。
第６条 当会社の発行可能株式総数は、

4,800万株とする。
❸定款変更の日程
取締役会決議日 2025年９月10日
効力発生日 2025年10月１日

14. その他
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年11月14日

扶桑電通株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 水 野 博 嗣
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 佐 藤 元

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、扶桑電通株式会社の2024年10月１日から2025年９月30日まで

の第80期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細
書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等

に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書

類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独

立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能
な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2024年10月１日から2025年９月30日までの第80期事業年度における取締役の職務の執行について監査

いたしました。
その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基

づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告
を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会規程に準拠して、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、
重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な
決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子
会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる
ことを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変

動計算書、個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業
報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年11月17日

扶桑電通株式会社 監査等委員会
常勤監査等委員 小 松 昇 ㊞
監 査 等 委 員 泉 澤 大 介 ㊞
監 査 等 委 員 苫米地 邦 男 ㊞
監 査 等 委 員 二 宮 麻里子 ㊞

（注）監査等委員の泉澤大介、苫米地邦男及び二宮麻里子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役で
あります。

以 上
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（ご参考）株主優待制度のご案内

当社は、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、より多くの株主様に当社株式を中長期にわたり

継続して保有していただくことを主な目的として、毎年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された

100株（１単元）以上保有の株主様を対象に、株主優待制度を実施しております。

（1）株主優待の内容
保有株式数 優待内容

100株以上1,000株未満 クオ・カード 1,000円分

1,000株以上 クオ・カード 3,000円分

（2）贈呈の時期

毎年１回、12月下旬頃に株主様宛の発送を予定しております。
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お知らせ 誠に申し訳ございませんが、会場には駐車場がございませんので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

東京都中央区日本橋茅場町三丁目２番10号　TEL 03-3669-4855
鉄鋼会館８階会議室会 場

交 通
地下鉄東西線
地下鉄日比谷線
地下鉄日比谷線
J　　R

徒歩約 5 分
徒歩約 5 分
徒歩約 5 分
徒歩約15分

「茅場町駅」12番出口（日本橋消防署方面）
「茅場町駅」１番または２番出口（八丁堀方面）
「八丁堀駅」A5番出口（八丁堀交差点方面）
「東京駅」八重洲口

株 主 総 会 会 場
ご 案 内 図
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